
姫路市
障害福祉推進計画

障害のある人もない人も、ともに生き、ともに輝くまち「ひめじ」

概 要 版

令和６年（2024年）３月

姫 路 市



1 計画の位置付け 本編 P.3

2 計画の期間 本編 P.4

　姫路市障害福祉推進計画（以下、「本計画」という。）は、障害者基本法（昭和45年法
律第84号）第11条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法（平成
17年法律第123号）第88条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法（昭和
22年法律第164号）第33条の20第１項に基づく「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定
することとします。

根拠法令

◆　総合計画
　　　本計画は姫路市総合計画のうち障害児・者福祉領域におけるものです。

◆　福祉・保健計画
姫路市地域福祉計画、姫路市高齢者保健福祉計画及び姫路市介護保険事業計画、姫路
市子ども・子育て支援事業計画（※）、ひめじ健康プラン（姫路市保健計画）、及び姫
路市教育振興基本計画などと、相互に連携を図り、他計画で一貫して推進すべきあるい
は横断的に推進すべき施策を除いて、障害のある人に関するより専門的、個別的な領域
を受け持つものです。
※　今後、こども分野に関しては新たな計画が策定される予定ですが、当該計画策定後
も引き続き連携を図ります。

他計画との関係

　　　令和６年度（2024年度）～令和11年度（2029年度）

　本計画は６年間の計画とし、令和11年度に次期計画の策定を行います。なお、成果目
標及び障害福祉サービス等の見込量については、国の基本指針や報酬改定に応じて３年ご
とに見直しを行うこととします。
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３ 計画の基本理念 本編 P.13

障害のある人もない人も、ともに生き、ともに輝くまち「ひめじ」

　障害者基本法第１条において定める障害の有無にかかわらない共生社会の実現と、姫路
市総合計画において目指す「ともに生き　ともに輝く　にぎわい交流都市　姫路」に即し
た理念とします。

4 計画の基本指針 本編 P.13

　基本理念を踏まえ、本計画の基本指針を定め、計画の方向性を示します。

１　それぞれの希望する
　生活をかなえることが
　できるまち

２　自分らしい生き方を
　ネットワークで支えるまち

５　互いに認め合い、
　個人として尊重されるまち

３　障害のある人もない人
　も一緒に働けるまち

４　親と子が安心して
　暮らせるまち

障害のある人もない人も、
ともに生き、ともに輝くまち

「ひめじ」
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５ 計画の重点目標及び重点施策 本編 P.14

　姫路市の障害福祉において、大きく５つに整理した課題への対応を重点目標とします。
また、各重点目標について、それぞれ重点施策を設定します。

１　充実した日常生活を支える体制の構築

　身近な地域における相談支援体制の確立、健康な生活を守るための医療・障害福祉
サービス等の確保、スポーツ・文化活動等の場の充実、積極的な外出を支援する施策の
実施など、障害のある人の充実した日常生活を支える支援体制の構築を目指します。

　重点施策①　障害福祉サービス人材及び相談支援人材の確保・育成

２　地域で暮らし続けるための支援

 障害のある人が地域で安心して生活し続けられるよう、必要な生活基盤となる住環境
の確保による支援の充実、安全な生活環境の整備を目指します。

　重点施策②　地域生活を支える仕組みの構築

３　就労支援体制の充実

 障害のある人の社会的自立・社会参加の促進に向けた、雇用・就業支援等の充実、福
祉的就労の場の確保・拡大を目指します。

　重点施策③　一般就労への移行及び職場定着の推進

４　生涯を見据えた就学前・学齢期における支援の充実

 乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制の充実やインクルージョンの視点を踏ま
えた育成支援体制の構築を目指します。

　重点施策④　重度障害児・医療的ケア児への対応

５　権利擁護・差別解消の推進

 社会的障壁を除去するために、障害に対する理解、障害による差別の解消の促進、障
害のある人に対する情報提供の充実、自己決定の尊重及び意思決定の支援に取り組み、
障害者の権利擁護を推進します。

　重点施策⑤　障害に対する理解促進・差別解消の推進
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6 施策体系 本編 P.16

本編 P.17

本編 P.18

本編 P.19

本編 P.19

１　充実した日常生活を支える体制の構築 （★）…重点施策

Ａ　障害福祉サービス人材及び相談支援人材の確保・育成（★）

⑴　事業所指導等及びサービス従事者研修等の充実
⑵　障害福祉サービス等従事者の確保　　⑶　相談支援体制の更なる推進
⑷　ピアサポーター支援の充実

Ｂ　障害福祉サービス提供体制の充実

⑴　短期入所事業の充実　　　⑵　共生型サービスの周知・検討
⑶　高齢化への適切な対応　　⑷　感染症への対応

Ｃ　日常生活支援の充実

⑴　医療が必要な人への支援　　⑵　補装具費・日常生活用具費等の支給
⑶　各種手当等の支給による経済的負担の軽減

Ｄ　社会参加の機会促進

⑴　スポーツ・文化芸術活動等の場の充実　　⑵　外出支援の充実

本編 P.20

本編 P.21

本編 P.21

本編 P.22

２　地域で暮らし続けるための支援

Ａ　地域生活を支える仕組みの構築（★）

⑴　地域生活を支援するための環境整備
⑵　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
⑶　精神障害のある人への相談支援の提供　　⑷　行動障害の支援体制の強化
⑸　地域での交流促進・居場所づくり

Ｂ　施設入所者・病院入院者の地域移行

⑴　地域生活を支援するための環境整備　　⑵　地域移行の推進

Ｃ　暮らしやすいまちづくりの推進

⑴　バリアフリー化の推進　　⑵　住宅改造費助成の活用

Ｄ　安全・安心の確保

⑴　防災体制の整備　　
⑵　緊急連絡体制の確保・緊急通報への対応力の向上
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本編 P.23

本編 P.24

本編 P.24

３　就労支援体制の充実

Ａ　一般就労への移行及び職場定着の推進（★）

⑴　就業の安定と自立の支援　 ⑵　就労に係る障害福祉サービスの利用による支援
⑶　就労支援関係者の連携　　 ⑷　多様な働く機会の確保

Ｂ　福祉的就労の促進

⑴　就労移行支援事業の利用による支援の充実　　⑵　就労機会の拡大
⑶　障害者優先調達の推進　　⑷　生産活動事業の促進、工賃向上への取り組み

Ｃ　農業と福祉の連携

⑴　農福連携への支援

本編 P.24

本編 P.25

本編 P.26

本編 P.26

４　生涯を見据えた就学前・学齢期における支援の充実

Ａ　重度障害児・医療的ケア児への対応（★）

⑴　重度の障害のある子どもを受け入れる放課後等デイサービス事業所の確保
⑵　医療的ケアの必要な子どもへの対応

Ｂ　発達支援システムの構築

⑴　総合的な支援の推進　　⑵　児童発達支援センターとしての機能強化

Ｃ　インクルーシブ支援の構築

⑴　保育体制の充実　　⑵　就学後の支援体制の充実
⑶　教育体制の充実　　⑷　関係機関の連携と切れ目のない支援

本編 P.27

本編 P.29

５　権利擁護・差別解消の推進

Ａ　障害に対する理解促進・差別解消の推進（★）

⑴　各種啓発事業の実施　　⑵　事業者に対する合理的配慮の提供の法的義務化の周知等
⑶　手話への理解と普及の促進、環境整備

Ｂ　障害のある人への虐待防止

⑴　施設従事者等からの虐待防止　　⑵　虐待防止への体制強化

Ｄ　家族に対する支援

⑴　児童支援に関する窓口の設置　　⑵　地域子育て支援拠点事業実施施設の活用
⑶　介護者のレスパイトケア
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7 障害福祉計画・障害児福祉計画数値目標等 本編 P.31

１　成果目標・活動指標

２　指定障害福祉サービス等に関する目標値

⑴　訪問系サービス

①　居宅介護　　　　　 ②　重度訪問介護　　　　　　　③　同行援護
④　行動援護　　　　　 ⑤　重度障害者等包括支援

⑵　日中活動系サービス

①　生活介護　　　  ②　自立訓練（機能訓練）　 ③　自立訓練（生活訓練）
④　就労移行支援　  ⑤　就労継続支援Ａ型　　　 ⑥　就労継続支援Ｂ型
⑦　就労定着支援　  ⑧　就労選択支援　　　　　 ⑨　療養介護
⑩　短期入所

本編 P.29Ｃ　情報提供の充実

⑴　情報発信手段への市民の理解の促進と普及　⑵　コミュニケーション手段の確保

本編 P.29

本編 P.30

本編 P.30

Ｄ　読書バリアフリーの推進

⑴　情報の取得及び利用　　⑵　アクセシブルな書籍・電子書籍等の充実及び普及

Ｅ　成年後見制度の周知・利用促進

⑴　成年後見制度の利用促進

Ｆ　障害のある当事者の参画

⑴　地域自立支援協議会当事者部会の開催　　⑵　イベント・会議等への参加

　国の基本指針に即し、障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る令和８年度までの各成果目
標・活動指標を設定します。
⑴　福祉施設の入所者の地域生活への移行
⑵　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
⑶　地域生活支援の充実
⑷　福祉施設から一般就労への移行等
⑸　障害児支援の提供体制の整備等
⑹　相談支援体制の充実・強化等
⑺　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

　指定障害福祉サービス等について、実績値や利用ニーズに応じた目標値を設定します。
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8 計画の推進体制 本編 P.49

　計画に即した施策の展開が円滑に行われるよう、その進行を管理していくとともに、事
後の検証を行える体制を整える必要があります。
　このため、計画策定後は、姫路市として少なくとも年１回は計画の分析・中間評価を実
施し、「ＰＤＣＡサイクル」による進行管理を行うとともに、姫路市地域自立支援協議会
にその状況を報告し、意見を聴くこととします。
　また、令和６年度（2024年度）以降においても、各種制度の周知、市民意識の向上を
図るとともに市民ニーズの把握に努め、当該計画期間中に障害者福祉に関する施策に係る
新たな行政需要が生じたときは、本計画において重点施策として設定していない場合も、
できる限り柔軟に対応することとします。

３　地域生活支援事業に関する目標値

①　理解促進研修・啓発事業
④　成年後見制度利用支援事業
⑦　日常生活用具給付等事業
⑩　地域活動支援センター事業
⑬　福祉ホーム事業
⑯　障害者小規模通所支援事業
⑱　文化芸術活動振興事業
⑳　知的障害者・障害児社会参加助成事業　　㉑　リフトバス利用者助成事業
㉒　障害者虐待防止対策支援事業

③　相談支援事業
⑥　意思疎通支援事業
⑨　移動支援事業
⑫　障害者就業促進・安定化事業
⑮　日中一時支援事業

②　自発的活動支援事業
⑤　成年後見制度法人後見支援事業
⑧　意思疎通支援者養成研修事業
⑪　障害児等療育支援事業
⑭　訪問入浴サービス事業
⑰　スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
⑲　自動車運転免許取得・改造助成事業

姫路市　健康福祉局　福祉総務部　障害福祉課
〒670-8501　姫路市安田四丁目1番地

TEL：（079）221-2454　FAX：(079)221-2374

⑶　居住系サービス

①　共同生活援助　 ②　施設入所支援　 ③　宿泊型自立訓練　 ④　自立生活援助

⑸　障害児支援系サービス

①　児童発達支援　　②　放課後等デイサービス　　③　保育所等訪問支援
④　居宅訪問型児童発達支援　　⑤　障害児相談支援

⑷　相談支援系サービス

①　計画相談支援　　　　　②　地域移行支援　　　　　③　地域定着支援


